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１．三島川之江港・東予港・宇和島港の特徴

東予港の特徴（東港地区除く）
• 愛媛県西条市に位置する重要港湾
• 愛媛県の工業活動の中核・東予地域の産業活動及び物

流を支える拠点として重要な役割を果たしている
• 非鉄金属、機械工業、造船、鉄鋼などのメーカーが沿岸

部に立地している
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三島川之江港の特徴
• 愛媛県四国中央市に位置する重要港湾
• 愛媛県の東端、香川県との県境付近に位置している
• 港の背後には製紙工場が立地し、チップ・古紙等の製紙

原料や石炭等の燃料、また紙製品等が取り扱われている
• 港の近くにエックスハイウェイの結節点があり、貨物の海

上輸送と陸上輸送を効率的、一体的に活用できる

宇和島港の特徴
• 愛媛県宇和島市に位置する重要港湾
• 湾口中央部に周囲10km余の九島が横たわり、自然の防

波堤を形成している天然の良港
• 宇和島市の主要産業である食料品製造業、飼料製造業

に関連する企業が港の背後に立地している
• 南予地域は第一次産業に特化していることもあり、取扱貨

物は水産品等が多い

三島川之江港、東予港、宇和島港の特徴を下記に整理する。

各港湾の位置

出典：国土交通省 四国地方整備局 港湾空港部
（https://www.pa.skr.mlit.go.jp/general/status/outline/index.html）
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三島川之江港、東予港、宇和島港の過去５年間の取扱貨物動向を下記に整理する。

三島川之江港
2022年には10,029,414トンとなっており、過
去５年間の推移をみると、年間1,000万トン
前後で推移している。
2022年の貨物取扱量の内訳をみると、輸
入が５割以上、移入が２割以上を占めてお
り、過去５年間で同様の傾向である。

東予港（東港地区除く）
2022年には8,585,772トンとなっており、過
去５年間の推移をみると、微減傾向にある。
2022年の貨物取扱量の内訳をみると、移
入が全体の約４割を占めており、フェリー
貨物は約３割を占めている。

宇和島港
2022年には229,551トンとなっており、過去
５年間の推移をみると、年間約23万トン～
約27万トンで推移している。
貨物取扱量の内訳をみると、移入が全体
の８割を占めており、過去５年間も同様の
傾向である。

各港湾の取扱貨物動向

【2022年】 【2022年】 【2022年】



三島川之江港は計４地区（金子地区、村松地区、大江地区、川之江地区）で形成されている。
三島川之江港については、臨港地区及び港湾区域内を対象範囲とする。

２
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１．三島川之江港・東予港・宇和島港の特徴

※

※着色箇所が臨港地区にあたる。
※臨港地区及び港湾区域内を対象範囲とすることを基本とし、以下の２点についても対象範囲とする。
・ブルーカーボン等によるCO2吸収が期待できる海域
・三島川之江港を通じて化石燃料等を仕入れているなどCO2排出に大きく影響する事業所

三島川之江港 対象範囲

三島川之江港対象範囲（臨港地区）

三島川之江港対象範囲（港湾区域）



東予港は計５地区（河原津地区、壬生川地区、中央地区、西条地区、東港地区）で形成されている。
東予港については、東港地区を除いた臨港地区及び港湾区域内を対象範囲とする。
※東予港東港地区及び新居浜港においては、新居浜港・東予港（東港地区）港湾脱炭素化推進計画が策定されている。

２
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１．三島川之江港・東予港・宇和島港の特徴

※着色箇所が臨港地区にあたる。
※臨港地区及び港湾区域内を対象範囲とすることを基本とし、以下の２点についても対象範囲とする。
・ブルーカーボン等によるCO2吸収が期待できる海域
・東予港（東港地区以外）を通じて化石燃料等を仕入れているなどCO2排出に大きく影響する事業所

東予港 対象範囲

東予港対象範囲（臨港地区）

東予港対象範囲（港湾区域）



※着色箇所が臨港地区にあたる。
※臨港地区及び港湾区域内を対象範囲とすることを基本とし、以下の２点についても対象範囲とする。
・ブルーカーボン等によるCO2吸収が期待できる海域
・宇和島港を通じて化石燃料等を仕入れているなどCO2排出に大きく影響する事業所

宇和島港は計５地区（坂下津地区、築地・新内港地区、樺崎地区、大浦地区、赤松地区）で形成されている。
宇和島港については、臨港地区及び港湾区域内を対象範囲とする。
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１．三島川之江港・東予港・宇和島港の特徴
宇和島港 対象範囲

宇和島港対象範囲（臨港地区・港湾区域）
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各港湾の位置づけ



２．港湾計画、地域計画等における各港湾の位置づけ
 関連する計画・政策等
• 港湾脱炭素化推進計画に関係する計画・政策等の一覧を示す。『地球温暖化対策の推進に関する法律

（温対法）』に基づく地域計画として、県の地球温暖化対策実行計画が策定されている。

8脱炭素化に関連する計画



 愛媛県地球温暖化対策実行計画における位置づけ

愛媛県地球温暖化対策実行計画の概要

計画の
位置づけ

愛媛県の環境分野の基本計画である「えひめ環境基本計画」における地球温暖
化対策及び気候変動適応に関する個別計画であり、以下の法律に対応する 3 計
画を統合したもの。

緩和策・
適応策に
ついて

緩和策：
気候変動による人間社会や自然
への影響を回避するためには、
温室効果ガスの排出を削減し、
気候変動を極力抑制すること

適応策：
緩和を最大限実施しても避けら
れない気候変動の影響に対して
は、その被害を軽減し、よりよい
生活ができるようにしていくこと 出典：R6.1.愛媛県地球温暖化対策実行計画 9

２．港湾計画、地域計画等における各港湾の位置づけ

計画名 適 用 備 考

地方公共団体実行計画（区域施策編） 地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法） 第21条第3項 緩和策

地方公共団体実行計画（事務事業編） 地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法） 第21条第1項

地域気候変動適応計画 気候変動適応法 第12条 適応策



 愛媛県地球温暖化対策実行計画における位置づけ

愛媛県地球温暖化対策実行計画の概要

対象範囲 愛媛県下全域

計画期間及び基準年 計画期間 ：2020年度～2030年度まで 
基準年 ：2013年度

対象とする
温室効果ガス

温対法第2条第3項で規定される7物質を対象とする。
例）二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、フロン等
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２．港湾計画、地域計画等における各港湾の位置づけ

出典：R6.1.愛媛県地球温暖化対策実行計画



温室効果ガス排出量の削減目標

２

【中期目標】2030年度までに 温室効果ガス排出量 46％削減（2013 年度比）

【長期目標】2050年に温室効果ガス排出量実質ゼロ
11

２．港湾計画、地域計画等における各港湾の位置づけ
 愛媛県地球温暖化対策実行計画における位置づけ

出典：R6.1.愛媛県地球温暖化対策実行計画

※2030年度[BAU]の排出量は、人口および
生産量等の活動量の変化を考慮したもの。



再生可能エネルギーの利用促進に関する目標

２
２
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２．港湾計画、地域計画等における各港湾の位置づけ
 愛媛県地球温暖化対策実行計画における位置づけ

出典：R6.1.愛媛県地球温暖化対策実行計画

国のエネルギー基本計画における再生可能エネルギー目標(2030年度の発電電力量(電源構成)に占める再
生可能エネルギー36％)の達成に向け、再生可能エネルギー設備導入量として、2030年度までに1,416MW 
(現状(2020)年度の1.32倍) を目指す。



２
２
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２．港湾計画、地域計画等における各港湾の位置づけ
 愛媛県地球温暖化対策実行計画における位置づけ

出典：R6.1.愛媛県地球温暖化対策実行計画

削減目標等の達成に向けた対策・施策

〇化石燃料使用設備の転換

化石燃料 由来の熱利用の脱炭素化 に向け、当面は
電化やガス化、 廃熱 等の活用を含むエネルギー利用
の合理化 に資する 設備、将来的には水素･合成 メタ
ン 等を使用する設備への転換 を促進 

港湾脱炭素化推進計画と関連のある政策の例

〇グリーン水素の地域循環体制の構築

水素は 、 発電・産業・輸送等の多様な分野で活用可

能で、脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の効果
が期待され 、 2050 年の脱炭素社会 の実現には必要
不可欠なエネルギー源であることから 、グリーン水素

の本格活用に向けた基盤づくりや水素需要の拡大･社
会実装に向けた体制 技術開発･コスト低減･サプライ
チェーン の構築を推進

〇次世代エネルギーの技術開発  ･
  実装の促進

2050 年までの長期的な対応として、県内産業におけ

るエネルギー転換と次世代エネルギー産業の振興を
図るため、産業における水素やアンモニア、合成メタン
等、今後期待される脱炭素燃料の安定的かつ効率的
な供給の確保に資する社会実装モデルの構築を推進
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２．港湾計画、地域計画等における各港湾の位置づけ
 四国中央市カーボンニュートラル協議会における位置づけ

四国中央市カーボンニュートラル協議会 概要
• 日本一の製紙業集積地である愛媛県四国中央市に拠点を有する、愛媛製紙(株)、大王製紙(株)、丸住製

紙(株)、および愛媛県、四国中央市、 (株)日本政策投資銀行（DBJ）、(株)伊予銀行、(株)愛媛銀行、愛媛
県紙パルプ工業会が連携して脱炭素社会の実現に向けた地域の面的取組を推進するために、2021年
度「四国中央市カーボンニュートラル協議会」を設立。

• 外部講師による講演および各種議論を踏まえ、四国中央市におけるカーボンニュートラル（CN）達成に向
けたロードマップを公表。

出典：R5.3.要約版 四国中央市カーボンニュートラル実現に向けたロードマップについてp.2

※上記に加えて、2023年度第1回（2023/9/21）、2023年度第2回（2024/3/7）が開催されている。
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２．港湾計画、地域計画等における各港湾の位置づけ
 四国中央市カーボンニュートラル協議会における位置づけ

四国中央市カーボンニュートラルロードマップ及び方向性
• 四国中央市でカーボンニュートラルを実現する上では、（第１フェーズ）2030年に向け、産・学・官・金が連

携し既存の技術を実装していくとともに、（第2フェーズ）技術/政策動向を見極めながら実証実験や新技
術の実装（燃料転換）を行うことが重要。

• 開発余地の少ない同集積地域においては各ステークホルダーが連携し、ヒト・モノ・カネ・リスクをシェアし、
面的な取組を進めていくこととなる。

出典：R5.3.要約版 四国中央市カーボンニュートラル実現に向けたロードマップについてp.14
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２．港湾計画、地域計画等における各港湾の位置づけ
 四国中央市カーボンニュートラル協議会における位置づけ

四国中央市カーボンニュートラル協議会 内容のまとめ
• 現時点の技術・制度において一足飛びに燃料転換を進めることは難しいものの、産・学・官・金が連携・情

報共有し、当事者の意識を向上させながら、現時点で導入可能な技術の実装を地域で推進する。
• 集積地域という特性を活かし、カーボンニュートラルに関連する新たな取組実施のリスク・コストを分散さ

せ、トランジションを進めるとともに、他地域とも連携しながら中長期的な燃料転換・カーボンニュートラル
達成を図る。

出典：R5.3.要約版 四国中央市カーボンニュートラル実現に向けたロードマップについてp.20

港湾脱炭素化推進
計画との関連
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